
京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例（平成２７年１０月２日京都

市条例第  号）（文化市民局地域自治推進室） 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成２５年法律第２７号）の施行に伴い，当該事務に係る手数料を

定めることとしました。 

また，行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成２５年法律第

２８号）の施行により住民基本台帳法の一部が改正され，住民基本台帳カ

ードの交付等に関する事務が廃止されることに伴い，規定を整備すること

としました。 

 主な内容は，次のとおりです。 

１ 通知カードの再交付手数料：１枚につき５００円 

２ 個人番号カードの再交付手数料：１枚につき８００円 

３ 住民基本台帳カードの交付又はその交付を受けた住民基本台帳カー

ドの再交付手数料を規定から削除する。 

この条例中第１条の規定は平成２７年１０月５日から，第２条の規定は

平成２８年１月１日から施行することとしました。 

 

 

８



 京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成２７年１０月２日 

京都市長 門 川 大 作   

京都市条例第  号   

   京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例 

第１条 京都市証明等手数料条例の一部を次のように改正する。 

  第１４条を第１５条とし，第９条から第１３条までを１条ずつ繰り下げる。 

  第８条の次に次の１条を加える。 

 （行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく事

務に係る手数料の徴収） 

 第９条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第７

条第１項の規定に基づき交付を受けた通知カードの再交付について，１枚につき５０

０円の手数料を徴収する。 

  別表第６中「第９条関係」を「第１０条関係」に改める。 

第２条 京都市証明等手数料条例の一部を次のように改正する。 

  第９条中「第７条第１項」を削り，「基づき交付を受けた通知カードの再交付」を「基

づく事務」に，「１枚につき５００円の」を「別表第６に掲げる」に改める。 

  第１０条中「別表第６」を「別表第７」に改める。 

  別表第３中 

 「 

法第１２条第１項又は第１２条の３第１項若しく

は第２項の規定に基づく住民票に記載をした事項

に関する証明書の交付 

 

３５０ 

法第３０条の４４第１項の規定に基づく住民基本

台帳カードの交付又はその交付を受けた住民基本

台帳カードの再交付 

１枚 ５００ 

                                     」 

を 

８



円 

 

 「 

法第１２条第１項又は第１２条の３第１項若しく

は第２項の規定に基づく住民票に記載をした事項

に関する証明書の交付 

 ３５０ 

                                     」 

 改める。 

  別表第６を別表第７とし，別表第５の次に次の１表を加える。 

別表第６（第９条関係） 

区 分 手数料（１枚につき）  

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（以下この表において「法」という。）第７条第１項の規

定に基づき交付を受けた通知カードの再交付 

   ５００ 

法第１７条第１項の規定に基づき交付を受けた個人番号カードの

再交付 
   ８００ 

附 則 

 この条例中第１条の規定は平成２７年１０月５日から，第２条の規定は平成２８年１月

１日から施行する。 

（文化市民局地域自治推進室） 

に 


